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規

則

■群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
五
号

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
第
四
号
の
表
四
十
四
の
部
五
の
項
中
「
第
七
条
の
二
」
の
下
に
「
第
一
項
及
び
第
二

項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
部
六
の
項
と
し
、
同
部
四
の
項
中
「
職
員
に
よ
る
」
の
下
に
「
旅
館
業
の

施
設
へ
の
」
を
、
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
若
し
く
は
関
係
者
へ
の
質
問
の
実
施
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
旅
館
業
を
営
む
者
（
営
業
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
又

は
職
員
に
よ
る
旅
館
業
の
施
設
へ
の
立
入
検
査
若
し
く
は
関
係
者
へ
の
質
問
の
実
施
」
を
加
え
、
同

項
を
同
部
五
の
項
と
し
、
同
部
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
者
に
対
す

保
健
所
長

る
宿
泊
者
名
簿
の
提
出
の
要
求

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
六
号

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
号
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
視
覚
障
害
用
）
総
括
表
中
「両

眼
失
明

」
を
「両

眼
視
力
障
害

」
に
、
「角
膜
混
濁

」
を
「緑

内
障

」
に
改
め
、
同
様
式
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見

書
（
視
覚
障
害
用
）
視
覚
障
害
の
状
況
及
び
所
見
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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視覚障害の状況及び所見

１ 視力

裸眼視力 矯正視力

（

右眼 × D cy1 D Ax °）
（

左眼 × D cy1 D Ax °）

２ 視野
ゴールドマン型視野計
（１）周辺視野の評価（Ｉ／４）

①両眼の視野が中心 10度以内
上 内上 内 内下 下 外下 外 外上 合計

右 度(≦ 80)

左 度 (≦ 80)

②両眼による視野が２分の１以上欠損 （はい・いいえ）

（２）中心視野の評価（Ｉ／２）
上 内上 内 内下 下 外下 外 外上 合計

右 ① 度

左 ② 度

（①と②のうち大きい方） （①と②のうち小さい方）

両眼中心
視野角度（Ｉ／２）

( × 3 ＋ ) /4＝ 度

又は
自動視野計
（１）周辺視野の評価

両眼開放エスタ－マンテスト 両眼開放視認点数 点

（２）中心視野の評価（ 10-2プログラム）

右 ③ 点 (≧ 26dB)

左 ④ 点 (≧ 26dB)

（③と④のうち大きい方） （③と④のうち小さい方）

両眼中心視野
視 認 点 数

( × 3 ＋ ) /4＝ 点

３ 現症

右 左

前 眼 部

中間透光体

眼 底
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視
野
コ
ピ
ー
貼
付

(注 )ゴールドマン型視野計を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプ
タがＩ／４の視標によるものか、Ⅰ／２の視標によるものかを明確に区
別できるように記載すること。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
医
師
が
作
成
す
る
身
体
障

害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
診
断
書
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
意
見
書
（
以
下
「
診
断
書
及
び
意
見
書
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
医
師
が
作
成
す
る
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第１６９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋安中富岡 安中市岩井字町屋６０７番の６地先か 前 １０．３～１１．６ １２０．０
線 ら同市同字西６１１番の３地先まで

後 １０．３～１３．９ １２０．０

◎群馬県告示第１７０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 磯部停車場上 安中市安中一丁目字七曲り３３０３番 前 ８．６～９．７ ５８．０
野尻線 の４地先から同市同字同３３３４番の

１３地先まで 後 ９．０～１３．４ ５８．０

◎群馬県告示第１７１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 磯部停車場上 安中市安中一丁目字七曲り３３０３番の４地先から同市 平成３０年６月１５日
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野尻線 同字同３３３４番の１３地先まで

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を東吾妻町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡東吾妻町大字大柏木字岩鼻乙３３６２ 蜂須賀熊吉

吾妻郡東吾妻町大字大柏木字猿谷戸２７６１ 髙橋郡治

吾妻郡東吾妻町大字三島字根古屋ワグ５０５１、５０７２ 竹内喜兵

吾妻郡東吾妻町大字本宿字湯ノ上３３３４の７２ 富沢滿洲雄

吾妻郡東吾妻町大字本宿字湯ノ上３３３４の１４８ 丸山徹薫

吾妻郡東吾妻町大字三島字細谷５４０７の１、５４０７の２、５４０ 小林美和
７の４

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の３、６７９６の６ （亡）小林盛三郎
（相）小林ヒナ

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の５、６７９６の８ 高橋幸平

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の９ 中曽根安雄

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１２ 高橋信行

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１３ 片貝寛子 共有林

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１８、６７９６の１０７ 高橋喜曽八

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１１３ 高橋賢人

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１１４ 山口岩男

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１１８ 高橋昭一

吾妻郡東吾妻町大字三島字沢啓６７９６の１１９ 湯浅忠

吾妻郡東吾妻町大字本宿字森木沢２３９０、字上丸塚３３００の１２ 島津信 共有林
６、３３００の１２９

吾妻郡東吾妻町大字本宿字甘酒原３２９９の８４ 上原今朝夫

吾妻郡東吾妻町大字松谷字鎌田５９６の１、字鳶岩１０８４ 水出正和
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２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２８年３月１５日群馬県告示第７３号

桐生都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更するに

当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

都市計画道路中３・４・６号本町線を次のように変更する。

名 称 位 置 区域 構 造

備種

考別 番号 路線名 起 点 終 点 主 な 延 長 構 造 車 線 幅員 地表式の区間における
経過地 形 式 の 数 鉄道等との交差の構造

幹 3･4･6 本町線 桐生市 桐生市 桐生市 約 地表式 ２車線 18m 幹線街路と平面交差14
線 広沢町 本町三 桜木町 2,980m 箇所
街 二丁目 丁目 錦町
路

なお、新桐生駅駅前広場を設ける。 面積
2,507㎡

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画用途地域 千代田工業団地南地区

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 邑楽郡千代田町大字下中森の一部

３ 都市計画の変更年月日 平成３０年５月２９日
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４ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び千代田町都市整備課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画用途地域 千代田工業団地南地区

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 邑楽郡明和町大輪の一部

３ 都市計画の変更年月日 平成３０年５月２９日

４ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び明和町都市建設課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 千代田工業団地南地区

２ 都市計画の変更年月日 平成３０年５月２９日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び千代田町都市整備課

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、桐生都市計画道路に

係る公聴会を次のとおり開催する。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 開催期日及び場所 平成３０年７月１０日（火）午後２時から 桐生土木事務所２階大会議室

２ 作成しようとする都市計画の案 桐生都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県土

整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計画課において、平成３０年６月１５日

（金）から同月２９日（金）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１

６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、平成３０年６月２９日（金）まで

に下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課
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４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県桐生土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５４

別記様式

桐生都市計画道路の変更（３・４・６号本町線の変更）に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 大澤 正明 あて

平成３０年６月１５日付け群馬県報に登載された桐生都市計画道路の変更（３・４・６号本町線の変
更）に係る都市計画の県原案に対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

平成３０年６月１５日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡吉岡町大字大久 延長 ３５．００ 群馬県指令前土第３０４－３
第５号に規定する 保字十二１９６１－８ 幅員 ４．６０ 号
道路 平成３０年５月１５日

２ 同 甘楽郡甘楽町大字福島字 延長 ７５．６６ 群馬県指令高土第２５３－１
生板木１４６５－４ 幅員 ４．５０ 号

～５．００ 平成３０年５月２１日

警察本部公告■

次の者に対する懲戒処分書は、本人の所在が不明のため交付することができないから、群馬県警察職員の懲戒の

取扱いに関する訓令（平成２４年群馬県警察本部訓令甲第１１号）第２１条第３項の規定により次のとおり懲戒処

分の内容を公告する。

平成３０年６月１５日
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群馬県警察本部長 山 本 和 毅

１ 階級氏名 警部補 宮腰 大

２ 懲戒処分内容 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第１項第１号から第３号までの規定によ

り懲戒処分として免職する。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


